
 

『合同会社の新設が急増 新法人全体の２７．３％占める』 
 

 合同会社の新設が急増している。東京商工リサーチの調べでは、２０２４年に設立された新法人１５万

３，９３８社のうち、合同会社は４万２，１０７社で前年比３．５％増、全体の２７．３％を占めた。制度上の手

続きの簡易性や設立費用の低さ、機動的な運営が可能な点が評価され、外資系企業や個人事業主の

法人化手段として活用されている。２００６年の制度導入当初は１万社程度だったが、年々増加し２０２３

年に４万社を超え、２０２４年には５年連続増となった。背景には、２年前導入されたインボイス制度があ

り、個人事業主の法人化ニーズが高まったことも後押ししている。業種別に

は、農林漁業（１１．６％増）や不動産業、小売業などが伸長する一方で、建設

業や運輸業は減少。地域別では、東京都が最多（１万３，３９１社）で全体の３

割超、地方では富山県が前年より約４１％増となるなど、全国的な広がりを見

せている。今後も合同会社の設立は増加が見込まれるが、一方で設立が容

易であるがゆえに、信用力の不足や実態の乏しさが問題視される傾向もあ

る。そのため、一定の段階で株式会社へ移行するケースも見られる。制度上

の見直しや信用力強化の対策と併せて、合同会社と株式会社の補完的活

用が今後の法人設立動向における鍵となる。 

 

『令和６年度国税査察で脱税調査 総額８２億円、平均８４百万円』 
 

 令和６年度の国税査察は、脱税抑止と刑事責任の追及を目的に実施され、調査着手１５１件、処理１５

０件のうち９８件が告発された。脱税総額は８２億円で、１件当たり平均８，４００万円、告発率は６５．３％に

上る。税目別では、消費税事案２９件（うち不正還付１７件）、無申告１３件、国際事案２０件など、悪質か

つ社会的影響の大きい事案が多数含まれた。 

 消費税事案では、高級腕時計の偽装輸出や架空金地金取引、不正工事請負による課税仕入過大計

上等が確認された。無申告事案は、関係法人への請求書発行による消費税秘匿、動画配信使用料や

株式譲渡収入の未申告が目立った。国際事案では、海外法人の売上除外・海外預金口座による所得

隠匿、暗号資産変換による所得逃れなどが摘発された。脱税指南者が架空損失

で源泉税還付を誘導した事案、税理士や弁護士、芸能事務所や医療法人によ

る架空外注費や広告費計上などが挙げられる。 

 一審判決では９９件すべて有罪、うち１３件が実刑、最長は懲役９年に及んだ。

国税当局は税目横断的な調査体制のもと、消費税・無申告・国際・社会的波及

事案に重点を置いており、今後もグローバル化・デジタル化に対応した厳格な

査察が継続される見込みという。 

 

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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